
と　

き
【
第
１
次
試
験
】

　
７
月
23
日
㈰
９
時
30
分

と
こ
ろ　
市
役
所

持
参
申
し
込
み　

７
月
11
日
㈫
ま
で

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
土
・
日
曜
日

お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

郵
送
申
し
込
み

　
７
月
11
日
㈫
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。
封
筒
に
申
込
書

を
折
ら
ず
に
入
れ
、
表
に
『
受
験
申
込
』

と
赤
色
で
明
記
し
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
７
月
７
日
㈮
以
後
に
投と
う

函か
ん

す
る
場

合
は
、
速
達
に
し
て
く
だ
さ
い
。

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

選
挙
公
報

　

選
挙
公
報
は
新
聞
折
り
込
み
の
方
法
で

各
家
庭
に
配
布
す
る
予
定
で
す
。
折
り
込

み
対
象
の
新
聞
は
、
中
国
、
毎
日
、
朝
日
、

読
売
、
産
経
、
日
経
の
各
紙
で
す
。

　

ま
た
、
新
聞
折
り
込
み
の
ほ
か
、
各
支

所
、
公
民
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
、

サ
ン
ト
ピ
ア
大
竹
な
ど
に
も
備
え
付
け
る

予
定
で
す
。

即
日
開
票

　

開
票
は
、
８
月
６
日
㈰
21
時
か
ら
小
方

学
園
講
堂
で
行
い
ま
す
。
開
票
速
報
は
、

開
票
所
へ
掲
示
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

入
院
先
や
滞
在
先
で
投
票
を
…

不
在
者
投
票

　

指
定
の
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
な
ど
を
し
て
い
る
方
は
、
そ
の
施
設
で

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
不
在
者
投

票
が
で
き
る
か
施
設
に
確
認
し
て
、
投
票

用
紙
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
他
の
市
町
村
に
出
か
け
て
い
て
、

投
票
当
日
も
大
竹
市
に
は
い
な
い
と
い
う

方
は
、
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
定
の
請
求

書
を
、
ご
自
分
で
大
竹
市
選
挙
管
理
委
員

会
に
直
接
、
ま
た
は
郵
便
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
指
定
の
場
所
に
、
投
票
用
紙
を

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
郵
送
さ
れ
た
書
類

を
持
っ
て
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

行
き
、
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会

の
勤
務
日
以
外
の
日
や
勤
務
時
間
外
は
投

票
で
き
ま
せ
ん
。

※
市
外
で
の
投
票
は
、
郵
便
を
利
用
す
る

た
め
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
早
め
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

重
い
障
害
の
あ
る
方
は
…

郵
便
に
よ
る
投
票

　

郵
便
等
投
票
証
明
書
を
持
っ
て
い
る
方

は
、
郵
便
に
よ
る
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

該
当
す
る
場
合
は
、
証
明
書
の
交
付
を

申
請
で
き
ま
す
。

※
郵
便
に
よ
る
投
票
の
場
合
、
投
票
用
紙

の
請
求
は
、
８
月
２
日
㈬
17
時
ま
で
で
す
。

投
票
日
に
用
事
が
あ
る
方
は
…

期
日
前
投
票

　

当
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
投
票
に

行
け
な
い
場
合
は
、
期
日
前
投
票
を
利
用

し
ま
し
ょ
う
。

　

期
日
前
投
票
所
で
、
投
票
当
日
に
行
け

な
い
理
由
を
記
し
た
宣
誓
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
は
が
き
裏
面
の
宣
誓
書
欄
に

事
前
に
記
入
し
て
お
く
と
、
早
く
受
け
付

け
る
事
が
で
き
ま
す
。

※
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

で
、
投
票
の
と
き
に
18
歳
未
満
の
方
は
、

係
員
の
案
内
に
従
い
、
不
在
者
投
票
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
行
う
期
日
前
投
票
所
は
１
階

に
設
置
し
ま
す
。
車
で
来
場
す
る
際
は
、

南
側
玄
関
前
（
に
じ
い
ろ
こ
ど
も
園
側
）

の
駐
車
場
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

投票所 開設日 開設時間 対象区域

市役所 7月31日(月)
～8月5日（土）

8時30分
～20時 全域

谷和集会所
8月2日（水）

10時～12時

栗谷地区
のみ

広原公民館 14時～18時
谷尻公民館

8月3日（木）

10時～12時
農林振興
センター 14時～18時

前飯谷
公民館 14時～16時 飯谷地区

のみ
玖波公民館 8月4日（金） 10時～18時 全域
大竹会館 8月5日（土） 10時～18時 全域

期日前投票所

種　別 障害の種類 等　級

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 １級・２級
心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸 １級・３級

免疫・肝臓 １～３級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹 特別項症～第２項症
心臓・じん臓・呼吸
器・ぼうこう・直腸・
小腸・肝臓

特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護５
併せて代理記載制度の申請ができる方

身体障害者手帳 上肢・視覚 １級
戦傷病者手帳 特別項症～第２項症

郵便による投票対象者

11月１日
採用予定
職員採用試験

提出先
〒739-0692
大竹市小方１丁目11-1
大竹市総務部総務課職員秘書係

申
込
期
限
間
近

職種別の定員・対象・試験内容

職種 定員 対象 第１次試験の試験内容

土
木
技
術
職

若
干
名

平
成
５
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方（
30
歳
ま
で
）

○専門試験（択一式）【90分】
出題分野　専門試験〔択一式・出
題分野（数学、物理、情報技術基
礎、土木基礎力学（構造力学、水
理学、土質力学）、土木構造設計、
測量、社会基盤工学、土木施工）〕
○職場適応性検査【20分】

建
築
技
術
職

若
干
名

○専門試験（択一式）【90分】
出題分野　専門試験〔択一式・出
題分野（数学、物理、情報技術基
礎、建築構造設計、建築構造、建
築計画、建築法規、建築施工）〕
○職場適応性検査【20分】

（注意） 注意事項など、詳しくはホームページ
または受験案内をご覧ください。

投
票
で
き
る
方

　

平
成
17
年
８
月
７
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方
で
、
令
和
５
年
４
月
29
日
ま
で
に
住
民

登
録
・
転
入
届
を
し
て
お
り
、
７
月
29
日

現
在
引
き
続
き
大
竹
市
に
住
所
が
有
る

方
。

※
投
票
す
る
と
き
ま
で
に
大
竹
市
外
に
転

出
し
た
方
は
、
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

投
票
所
入
場
券
（
は
が
き
）

　

投
票
所
と
投
票
時
間
は
、
は
が
き
に
記

載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
確
か
め
て

く
だ
さ
い
。
指
定
さ
れ
た
投
票
所
以
外
で

は
投
票
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

は
が
き
は
、
７
月
30
日
ご
ろ
ま
で
に
郵

送
し
ま
す
。
投
票
の
と
き
は
、
こ
の
は
が

き
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
内
転
居
な
ど
の
住
所
整
理
は

７
月
13
日
現
在
で
行
い
ま
す
。
７
月
14
日

以
降
に
市
内
で
転
居
し
た
方
に
は
、
旧
住

所
宛
て
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
旧
住
所
の

投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

※
は
が
き
は
、
紛
失
な
ど
を
さ
れ
た
場
合

で
も
投
票
で
き
ま
す
。（
投
票
所
で
係
員

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
）

投
票
所
・
投
票
時
間

　

市
で
は
、『
豊
か
な
人
間
性
を
有
す
る

職
員
』『
自
ら
進
ん
で
考
え
、
行
動
し
、
創

造
す
る
職
員
』『
行
政
の
プ
ロ
と
し
て
、
高

い
意
識
と
能
力
を
持
つ
職
員
』『
多
様
な

主
体
と
連
携
・
協
働
し
、
地
域
課
題
の
解

決
に
取
り
組
む
職
員
』
を
求
め
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
い
つ
も
「
笑
顔
」
で
、

ま
ち
も
人
も
「
元
気
」
に
躍
動
し
、
こ
の

先
も
ず
っ
と
「
か
が
や
く
大
竹
市
」
を
一

緒
に
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

受
験
資
格
や
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
広
報
８
月
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

と　

き
【
第
１
次
試
験
】

　
９
月
17
日
㈰
９
時
30
分

と
こ
ろ　

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
お
お
た
け
（
市
立
図
書
館

２
階
）、
総
合
市
民
会
館

募
集
職
種

　
○
一
般
事
務
職　
若
干
名

　
○
土
木
技
術
職　
若
干
名

　
○
建
築
技
術
職　
若
干
名

　
○
消
防
職　
若
干
名

選
挙
の
日
程

◆
立
候
補
受
け
付
け

◆
期
日
前
投
票

◆
投
票
・
開
票

７
月
30
日
㈰

７
月
31
日
㈪
〜
８
月
５
日
㈯

８
月
６
日
㈰

大竹市議会議員
一般選挙
問い合わせ
　選挙管理委員会事務局　☎59-2188

投票区 投票所 投票時間
1 防鹿集会所（防鹿） 7～19時2 木野集会所（木野１）
3 コミュニティサロン元町（元町２）

7～20時

4 本町保育所（本町１）
5 大竹会館１階会議室（本町１）
6 栄公民館（西栄３）
7 総合市民会館体育館卓球室（立戸１）
8 市役所１階休憩室（小方１）
9 黒川会館（黒川１）
10 阿多田漁村センター（阿多田） 7～18時
11 コミュニティサロン玖波（玖波１） 7～20時
12 松ケ原集会所（松ケ原町） 7～19時13 栗谷小学校ランチルーム（栗谷町小栗林）

代
理
投
票
・
点
字
投
票

　

心
身
の
故
障
な
ど
で
、
投
票
用
紙
に
候

補
者
名
を
書
け
な
い
方
は
、
投
票
所
で
係

員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
に
代

わ
っ
て
、
あ
な
た
の
支
持
す
る
候
補
者
名

を
書
き
ま
す
。
投
票
の
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。

　

視
覚
の
障
害
の
た
め
点
字
で
投
票
し
た

い
方
は
、
係
員
か
ら
点
字
用
の
記
載
が
あ

る
投
票
用
紙
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

簡
易
の
点
字
器
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

令和６年４月１日
採用予定
職員採用試験

問い合わせ
　総務課　☎59-2122

募
集
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Health Care

令和５年春開始接種
※ 接種期間は８月末までとなっています。
　接種を希望される方はお早めに！
【接種券】
オミクロン株対応ワクチン用の接種券（緑色）が手
元にある方は、その接種券を利用してください。
個別接種
使用するワクチン
オミクロン株対応２価ワクチン
※集団接種は６月16日に終了しました。

◇接種可能医療機関
医療機関一覧（対象：12歳以上の方）

医療機関名 ところ 電話番号 備考

山下ケアクリニック 新町1-2-7 54-0852 かかりつけのみ、18歳以上

しまだファミリークリニック 油見3-12-7 53-3022

坪井クリニック 本町1-1-18 52-8337 かかりつけ優先

大和橋医院 本町2-9-4 52-3059 16歳以上

本町医院 本町2-15-17 52-4427

村井内科クリニック 南栄1-6-15 52-8138

おおえ内科クリニック 晴海1-4-13-1階 35-5552 15歳以上

だいこく小児科クリニック 晴海1-4-13-2階 57-5225 かかりつけのみ、12～ 17歳まで

佐川内科医院 玖波2-4-2 57-2233 15歳以上

メープルヒル病院 玖波5-2-1 57-7451 患者、職員とその家族のみ、13歳以上

医療機関一覧（対象：5～11歳の方）

医療機関名 ところ 電話番号 備考

だいこく小児科クリニック 晴海1-4-13-2階 57-5225 かかりつけのみ

しまだファミリークリニック 油見3-12-7 53-3022

直接、医療機関へ申し込んでください。
この一覧以外の医療機関でも接種できる場合があります。まずは、
かかりつけ医へ相談してください。

令和５年秋開始接種（９月以降）
詳細が決まり次第お知らせします。

初回接種（12歳以上の未接種者）
令和６年３月末まで継続されます。
市で受け付けを行っています。希望者は、大竹市新型コ
ロナウイルスワクチン専用電話へ。

ワクチン相談窓口など
・ 広島県新型コロナウイルスワクチン相談窓口
（専門的・一般的相談窓口）
電　話 082-513-2847
ファクス 082-211-3006
8時30分～ 17時30分

・ 新型コロナウイルスワクチン
接種の総合案内
【コロナワクチンナビ】
 詳しくは、市ホームページにも
掲載しています。

C O V I D - 1 9
V A C C I N E

大竹市新型コロナウイルスワクチン専用電話　☎28-1611
受付時間 8 時 30 分～ 17 時（土・日曜日、祝日除く）

接 種 費 用（無料）
ワクチン接種（任意）

大竹市での 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のお知らせVOL.26

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
ナ
ビ

は
こ
ち
ら
か
ら

健常な方（12～64歳）で希望者は
５月７日までに接種

① ４月下旬接種券発送

※②③で希望者は、保健医療課で接種券の交付申請をしてください。

②
③ など

のある

※接種間隔（前回接種から３カ月以上）

全ての方

のある

を終了した５歳以上の

追加接種（5月8日以降も引き続き接種可能です）

、

Health Care

ARNING WARNING WA

WARNING WARNING W

　６月３日、ギャラリーおおたけで
「よく噛める8020達成者表彰式」が
行われ、80歳になっても自分の歯
を20本以上維持している36人の方
が表彰を受けました。

　

熱
中
症
と
は
、
高
温
多
湿
な
環
境
に
長

く
い
る
こ
と
で
、
徐
々
に
体
内
の
水
分
や

塩
分
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
体
温
調
整
機
能

が
う
ま
く
働
か
な
く
な
り
、
体
内
に
熱
が

こ
も
っ
た
状
態
を
い
い
ま
す
。
屋
外
だ
け

で
な
く
屋
内
で
も
何
も
し
て
い
な
い
と
き

で
も
発
症
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大量の発汗、立ちくらみ、
生あくび、めまい、筋肉痛、
こむら返り

嘔吐、頭痛、虚脱感、
集中力の低下、倦怠感、
判断力の低下

症状が悪化すると

問い合わせ　保健医療課　☎59-2140
熱中症予防のための情報・資料サイト

注　意
◦ 暑さの感じ方は、人によって異なります。その日の体
調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変
化に気を付けましょう。
◦ 子どもは体温の調節能力が十分に発達していない
ので、気を配る必要があります。
◦ 高齢者や子ども、障害を持っている方は特に注意。
　 熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者で
す。暑さや、水分不足に対する感覚機能やからだの
調整機能も低下しているので注意が必要です。

よく噛
か

める
8020達成者表彰

熱中症 を防ごう
暑さを避け、こまめな水分補給で

熱中症予防のための情報・資料

熱中症の予防のために

暑さを避ける、身を守る
〈室内では〉

◦ 扇風機やエアコンで温度を
こまめに調整
◦ 遮光カーテン、すだれ、打
ち水を利用
◦ 室温をこまめに確認

〈屋外では〉

◦ 外出時には、日傘や帽子
を着用
◦ 日陰の利用、こまめな休息
◦ 天気のよい日は、日中の外
出をできるだけ避ける

からだの蓄熱を
避けるために

◦ 吸湿性・速乾性のある通気
性のよい衣服を着用
◦ 保冷剤、氷、冷たいタオル
などで、からだを冷やす

　室内でも、外出時でも、の
どの渇きを感じていなくても、
こまめに水分・塩分を補給。

こまめに水分補給する

〈 〉

『熱中症警戒アラート』発表時には、
外出をなるべく控え、暑さを避けましょう。

夏を、クール
に

　　乗り切ろ
う！
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令
和
５
年
度
か
ら
、
食
中
毒
警
報
が
廃

止
さ
れ
、
広
島
県
夏
の
食
中
毒
予
防
期
間

へ
と
更
新
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
温
多
湿
と
な
る
夏
場
は
、
カ
ン
ピ
ロ

バ
ク
タ
ー
な
ど
の
細
菌
性
食
中
毒
が
最
も

発
生
し
や
す
い
時
期
で
す
。

　

食
中
毒
は
飲
食
店
な
ど
だ
け
で
は
な

く
、
家
庭
で
も
発
生
し
ま
す
。
食
中
毒
予

防
の
３
原
則
を
守
っ
て
食
中
毒
を
予
防
し

ま
し
ょ
う
。

食
中
毒
予
防
の
３
原
則

菌
を
つ
け
な
い

○

丁
寧
な
手
洗
い
を
徹
底
す
る
。

○

加
熱
せ
ず
に
食
べ
る
も
の
か
ら
先
に
調

理
す
る
。

○

生
で
食
べ
る
野
菜
は
よ
く
洗
う
。

○

清
潔
な
器
具
や
食
器
に
盛
り
付
け
る
。

　

市
で
は
、
令
和
３
年
12
月
か
ら
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

　

印
鑑
は
不
要
で
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

と
本
人
確
認
書
類
が
あ
れ
ば
市
民
税
務
課

窓
口
で
簡
単
に
口
座
振
替
依
頼
が
で
き
る

便
利
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

支
所
や
金
融
機
関
で
は
申
し
込
み
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
市
役
所
へ
来
庁
す
る
際

は
、
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
税
・
保
険
料
な
ど

○

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

○

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

○

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

○

国
民
健
康
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

○

介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

○

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

○

保
育
料

○

副
食
費

○
市
営
住
宅
使
用
料

○

市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

○

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
負
担
金

対
象
と
な
る
金
融
機
関

○

四
国
銀
行

○

山
口
銀
行

○

広
島
信
用
金
庫

○

も
み
じ
銀
行

○

ひ
ろ
し
ま
農
業
協
同
組
合

○

西
京
銀
行

○

中
国
労
働
金
庫

○

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

注
意
事
項

○

口
座
名
義
人
ま
た
は
納
税
義
務
者
以
外

の
方
が
手
続
き
す
る
際
は
、
原
則
委
任

状
が
必
要
で
す
。

○

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
種
類
に
よ
っ
て

は
、
取
り
扱
い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
「
大
竹
市　

ペ
イ
ジ
ー
」
で

検
索
、
ま
た
は
市
民
税
務
課
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○

肉
や
魚
を
扱
っ
た
ま
な
板
や
包
丁
は
、

よ
く
洗
っ
て
熱
湯
な
ど
で
消
毒
す
る
。

菌
を
ふ
や
さ
な
い

○

冷
蔵
や
冷
凍
が
必
要
な
食
品
は
、
す
ぐ

に
冷
蔵
庫
へ
入
れ
る
。

○

調
理
後
は
速
や
か
に
食
べ
る
。

○

残
っ
た
食
品
は
常
温
で
放
置
せ
ず
、
素

早
く
冷
や
し
て
低
温
で
保
管
す
る
。

菌
を
や
っ
つ
け
る

○

食
材
の
中
心
部
ま
で
十
分
に
加
熱
す

る
。（
目
安
は
中
心
部
の
温
度
が
75
度

で
１
分
間
以
上
）

問
い
合
わ
せ

　

食
中
毒
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
西
部
保

健
所
（
☎
０
８
２
９
32
１
１
８
１
）
へ
。

ジェントル・リビジェントル・リビ
市民の皆さんからお預かりする大切な市民の皆さんからお預かりする大切な
お金を責任をもって皆さんの生活に還元お金を責任をもって皆さんの生活に還元
しますという姿勢を表す紳士なカエル。しますという姿勢を表す紳士なカエル。

６
月
１
日
〜
９
月
30
日
は

広
島
県
夏
の
食
中
毒
予
防
期
間

食
中
毒
予
防
の
３
原
則
守
っ
て
い
ま
す
か
？

問
い
合
わ
せ　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
０

菌
を

公共料金の
口座振替を簡単に
ペイジー口座振替
受付サービス

問い合わせ
　市民税務課　☎59-2127

つ
け
な
い

ふ
や
さ
な
い

や
っ
つ
け
る

・

・

　

市
の
福
祉
医
療
に
は
、
重
度
心
身
障
害

者
医
療
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
、
こ
ど

も
医
療
、
精
神
障
害
者
医
療
の
制
度
が
あ

り
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
適
用
外

の
も
の
は
除
き
ま
す
。

　

現
在
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
方
で
、

更
新
時
に
引
き
続
き
受
給
資
格
が
あ
れ

ば
、
新
し
い
受
給
者
証
を
7
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者

証
は
返
却
す
る
か
、
ご
自
身
で
確
実
に
廃

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
転
出
や
所
得
制
限
な
ど
で
受
給

資
格
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
受
給
者
証

を
必
ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
表
の
基
準
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
所
定

の
申
請
（
認
定
申
請
）
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
認
定
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
）

申
請
・
返
却

　

認
定
申
請
や
受
給
者
証
の
返
却
を
す
る

方
は
、
保
健
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
へ
。

　

市
の
こ
ど
も
医
療
費
助
成
事
業
で
は
、

こ
れ
ま
で
０
歳
〜
中
学
校
卒
業
ま
で
の
方

が
対
象
で
し
た
が
、
10
月
１
日
か
ら
18
歳

に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
方
に
拡
充
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
拡

充
の
対
象
と
な
る
平
成
17
年
４
月
２
日
〜

平
成
20
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
に
６
月

末
か
ら
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
助
成
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。以
前
こ
ど
も
医
療
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
方
で
も
再
度
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
５
年
10
月
診
療
分
か
ら
助
成
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

※
拡
充
の
対
象
と
な
る
方
で
申
請
書
が
届

い
て
い
な
い
方
は
、
保
健
医
療
課
ま
で
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　
７
月
31
日
㈪

申
請
に
必
要
な
も
の

○

申
請
書

○

対
象
の
こ
ど
も
の
健
康
保
険
証
の
コ

ピ
ー
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
不
可
）

申
請
方
法

　

申
請
に
必
要
な
も
の
を
同
封
の
返
信
用

封
筒
に
入
れ
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

助成対象 所得制限 受診時一部負担

重度心身障害者医療

　身体障害者手帳1～ 3級、療育手
帳Ⓐ、A、Ⓑを持っている方
　ただし65歳以上の方で、後期高
齢者医療制度の障害認定要件に該
当する方は、後期高齢者医療に加
入した場合のみ助成されます。

　本人所得が169万5千円未
満かつ扶養義務者所得が
628万7千円未満であること
（扶養人数などにより基準額
は変わります）
※継続して常時、人工呼吸器
などを装着している方は、所
得制限が緩和される場合が
あります。

○医療機関
　一部負担金は、医療機関ごとに、
通院は月４日まで、入院は月14日
まで、１月あたり１日200円必要
です。なお、通院は５日目から、入
院は15日目から一部負担金は必
要ありません。
○保険薬局（処方箋などの薬代）
　一部負担金は必要ありません。

ひとり親家庭等医療

○ひとり親の家庭などで令和6年3
月末時点で18歳以下の児童とその
児童を養育している父親または母
親など
○父母のいない令和6年3月末時点
で18歳以下の児童

　所得税非課税の世帯の方
（平成22年度税制改正前基
準による）
　ただし住民票が別でも生
計が同一である扶養義務者
は所得制限の審査対象にな
ります。

○医療機関
　一部負担金は、医療機関ごとに、
通院は月４日まで、入院は月14日
まで、１月あたり１日500円必要
です。なお、通院は５日目から、入
院は15日目から一部負担金は必
要ありません。
○保険薬局（処方箋などの薬代）
　一部負担金は必要ありません。こども医療

　0～15歳（中学校卒業まで）の児
童
※令和5年10月1日より変更あり

　所得制限無し

精神障害者医療

　精神障害者手帳１級と自立支援
医療受給者証（精神通院）の交付を
受けている方
　ただし65歳以上の方で、後期高
齢者医療制度の障害認定要件に該
当する方は、後期高齢者医療に加
入した場合のみ助成されます。

　本人所得が169万5千円未
満かつ扶養義務者所得が
628万7千円未満であること
（扶養人数などにより基準額
は変わります）

○医療機関（精神科以外も含む）
　一部負担金は、医療機関ごとに、
通院は月４日まで、１月あたり１
日200円必要です。なお、通院は
５日目から一部負担金は必要あ
りません。
※入院は対象外
○保険薬局（処方箋などの薬代）
　一部負担金は必要ありません。

問い合わせ
　保健医療課　☎59-2141

医療費の自己負担分の一部を助成

福祉医療制度

問
い
合
わ
せ

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１

10
月
１
日
か
ら

こ
ど
も
医
療
費
助
成
事
業
の

対
象
を
拡
充
し
ま
す
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